
支援計画及び実施報告書  

2保険者名  保険者番号  利用券番号  

保健指導対象者名  
保隠指導機周名（番号）・保健指猫責任者名  

保健指導責任者名（隠棲）  保健指導株関番号  総轄保湿指導機関名  

支援レベル   

（  ）  

二］  

5 保健指導コース名  

i継続的支援期間  

開始年月日   平成18年丁月9【］  

終了年月日  過   

I初回面接による支援の支援形態・実施する者の聡種  

9 実施体制表（委託事業社）  ‡継続的な支援の支援形態・ポイント  

回数   ポイント  個別  グループ  電話A  電話B  e－mailA  e－mai旧   

2 （回）   160 （P）  
A社  

（機関番号）  ○  0  
0 （回）   D （P）   

0 （回）   0 （P）  B社  
（捜関番  0  

1 （回）   1【） （P）   ・号）   

0 （回）   0 （P）  C社  
（捜関番  ○  （⊃   

2 （回）   10 （P）   ポイント内訳   号）  

5 （回）   

号）  

支操形態  

個別  

グループ  

計画  電話A  

電話B  

e－mailA  

e－ma；lB   

合計   

10保健指導の評価   

1）中間評価  

支援形熊   実施する看の職種   

日   個別支援  

日   個別支援  

計画   平成18年9月10日   

平成18年9月10日   実施年月日      実施  
2）6か月後の評価  

支援形態   実施する者の職種   

E   個別支援  

E   個別支援  

計画   平成19年1月9   

平成19年1月9   実施年月日      実施  
11行動日祷・行動計画  

設定日時   平成18年7月9日   平成18年9月10日（中間評価）   ○年○月○日  

目標値  

腹囲  Cnn  

体重  kg  
収縮期血圧   mmhg   
拡弓最期血圧   nnrrhg   
－一日の削減目積エネルギー呈   kcal  

－一日の運動による日積エネルギー土   kcal  
ー一日の食事による目標エネルギー呈   kcal  

6ケ月後に体重を3kg減少する  6ケ月後に体重を3k減少する  

行動日標  

①1日30分間歩く   （Dl日30分間歩く  
②体重を毎日測定する   ②体重を毎日測定する  

行動計画  ③布令の同級斉凋7固から凋3回  

1三波ら王   

変更理由  

行動目標・計画の設定及  
び変更  

－100－   



12保位指零の実施状況  

初画面揉による  支操  

（保機  
指蛙聞  
捜指名  期  
・一等・  ・▲l「▼ニ  

著書  濾  支l主形服  

名号   致   行動変容ステージ   保健指蓉実蔵内専  l．個別  
増  2．グループ  

減  （実施時閲）   

敷  

△△ △ム   
‖）無関心期   て   ・生活習慣と健診結果の閏侠につい   l．別 （20分）  
（2〉随心期  ・標準的な食事呈、運動量の目安の  

初     す月いl■一月IB  2D分   （3）準備期  提示   Z．グループ   
・生活習慣の振り返リ  （ 分〉   

k  ・行動自構および計画の策定  

（保健師てl  （）   （〉   

2）継続的な支捜（放臥体王、血圧については中碑輌は必須・しかし・他の回については実乱てい机、鴇創ま班の必要は尤い〉  

生活習慣の改善状況  

－101一   



（2）電話Bによる支援（支援【】）  

保健指導税関名   
合計  

番号   保健指導者名   職種   実施年月日   実施時問   支援 ポイント   ボイン ト   

平成18年7月23日   5分   10   

2  

3  

4  

10  

5  

6  

了  

8  

（3）e－m誼Bによる支援（支援B）  

保健指導機関名   
支援  

番号   保健指導者名   Ⅰ随種   実施年月日   実施回数  ポイント   
ト   

平成18年8月23日   1往復   5   

2  平成柑年10月9日   1往復   5   

3  

4  

10  

5  

6  

了  

8  

136ケ月後の評佃（ただし、腹囲、体重、血圧を実施していない場合は記載の必要はない）  

（保機  実  腹  体  収  拡  
職健闘  施  固  重  締  張   
桂指名  年  期  期  

保健指導  

｝薄・  R   増   血  血  
支援形態  

増  
着否   日   減   減   圧   圧  

致   
生活習慣改善の状況  1．1国別  

名号  致   2．グループ  

増  増  3．電話A  

減  減  4．E・「¶ailA   

致  数  

△△△△  

6  

ケ  個如 （20分）  

月  
後  、蘭2胤  
の  匪蔑㌘  〕    2．グノレーフ （分） 3．電t舌A   
評 価  離乳一層2．靴 4．E－m；lil人  

Cnn  

〕   

（保健師）   （）  kg （）  mmhg （）  mmhg （）  〕   

－102－   



⑱行動計画案施状況把握のた例のチエ一丁ウりストの具体的啓例（例I）  

＊対象者の行動目標・行動計画に合わせてチェック項目を作成すること  

月   日（月）   日（火）   日（水）   日（木）   日（金）   日（土）   日（日）   

天気   □晴 口星 口雨 □雪  □晴 口曇 □雨 □雪  ロ晴 口曇 口雨 口雪  ロ暗 口重 口雨 口雪  □晴 □星 口雨 □雪  口晴 口星 口雨 口雪  ロ晴 口曇 □雨 □雪   

身体チエ・γウ   

●体重計測   □計測した   ロ計測した   □計測した   □計測した   □計測した   ロ計測した   ロ計測した   

（毎朝計測）   （計測時間  ）  （計測時間  ）  （計測時間  ）  （計測時間  ）  （計測時間   ）  （計測時間   ）  （計測時間  ）  

ロ計測しなかった   口計測しなかった   □計測しなかった   □計測しなかった   □計測しなかった   □計測しなかった   □計測しなかった   

●今日の体重   （  ）Kg  （  ）Kg  （  ）Kg   （  ）Kg   （  ）Kg   （  ）Kg   （  ）Kg   

●腹囲計測   □計測した（  ）cm   

（毎週に1風計測）   □計測しなかった   

運動チエtγウ 目標：川kc8レ日消費量ア一丁－7 日窃う普通歩行（TO分間）約Z5kc∂l 速歩（IO分間）約40keal   運動チエtγウ 目標：川kc8レ日消費量ア一丁－7 日窃う普通歩行（TO分間）約Z5kc∂l 速歩（IO分間）約40keal   

●普通歩行10分   □できた   ロできた   □できた   □できた   □できた   ロできた   ロできた  

ロできなかった   □できなかった   □できなかった   □できなかった   □できなかった   ロできなかった   ロできなかった   

●速歩10分   ロできた   ロできた   ロできた   口できた   □できた   □できた   ロできた   

速歩10分 約1．000歩   □できなかった   ロできなかった   ロできなかった   □できなかった   □できなかった   □できなかった   □できなかった   

●腹筋   □できた（  ）回  □できた（  ）回  ロできた（  ）回  □できた（  ）回  □できた（  ）回  □できた（  ）回  Dできた（  ）回  

□できなかった   □できなかった   ロできなかった   □できなかった   ロできなかった   □できなかった   □できなかった   

●今日の歩数   （  ）歩  （  ）歩  （  ）歩  （  ）歩  （  ）歩  （  ）歩  （  ）歩   
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食事チェtyウ 8標：川Okc8り8摂取量タウン 自宅⇒ウり一ムパン／ジャムパン（各I個）約300kc∂I ゴるモl才（普通盛I人前）約300kc∂l  
●甘い炭酸飲料は飲まない   □できた   □できた   □できた   ロできた   ロできた   □できた   ロできた   
1本（500mり約200kca】   

□できなかった   ロできなかった   ロできなかった   口できなかった   口できなかった   ロできなかった   □できなかった   

●コーヒーの砂糖は甘味料（エネ  □できた   □できた   □できた   口できた   ロできた   □できた   ロできた   

ルギ一畳の低いもの）とする。 スティックシュカーー（1本）約12kcal  ロできなかった   ロできなかった   口できなかった   □できなかった   口できなかった   ロできなかった   

甘味料（1本）約2kc8】   

●揚げ物・炒め物は1日1料理まで  口できた   ロできた   □できた   ロできた   ロできた   口できた   ロできた  

□できなかった   ロできなかった   □できなかった   ロできなかった   ロできなかった   □できなかった   □できなかった   

○菓子は2日に1回、1個まで  □菓子を食べなかった  □葉子を食べなかった  ロ葉子を食べなかった  口裏子を食べなかった  □菓子を食べなかった  口菓子を食べなかった  □菓子を食べなかった   

ケノーム／くン／ジャム／くン   □1個食べた   ロ1個食べた   口1個食べた   ロ1個食べた   □1個食べた   □1個食べた   □1個食べた   

（各1個）約300kcal   □2個以上食べた   ロ2個以上食べた   □2個以上食べた   ロ2個以上食べた   □2個以上食べた   □2個以上食べた   □2個以上食べた   

●3食以外の夜食は食べない  □できた   □できた   □できた   □できた   □できた   □できた   ロできた   

ご飯（1杯）約300kc∂1   □できなかった   ロできなかった   □できなかった   □できなかった   ロできなかった   □できなかった   ロできなかった   

拷合字エーYウ  

［コYes   ロYes   □Ye5   □Yes   □Yes   □Yes   □Yes  
●今日はよく頑弓長った！  

口No   ロNo   ［コNo   ⊂】No   ⊂］No   ［］No   ［コNo   

［］Yes   口Yes  ロYes   ［］Ye5   □Yes   ロYes   ［］Yes  

●気分よい1日だった  
［］No   ［コNo   □No   ロNo   ［］No   ロNo   口No  



華ラ 、た 享会・  昌、   団   

4）実施にあたっての留意事項  

①プライバシーの保護について  

保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、対象者が  
安心して自分のことを話せるような環境を整えること0  

②個人情牽引呆護について  

1  

I 健診データ・保健指導記録は個人情報であるた臥それらの管理方法   

－
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④ 3か月の目標、行動目標を立てる。  

⑤ 運動実施計画をたて、健康増進施設との連携を図る。   

継続的  2  2週間後  電話B   10  2 0  2 0   ① 生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援をする。   

な支援   ② 中間評価を行う。  

3  1か月後  面接   3 0  12 0  12 0  ③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。  

① 行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や励ましを行う。  

4  2か月後  e一皿ailA   1  4 0  16 0  

① 栄養・運動等に関する講轟・実習。  
5  9 0  9 0  2 5 0  

② 体重・腹囲・血圧等を測定、家庭実践記録の確繹、目標僧正。  

6   1  4 0  2 9 0  ① 生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援をする。  

② 中間評価を行う。  

7   1  5  2 5                 ③ 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。  

① 行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や励ましを行う。   

評価  8  6か月後  個別支援   3 0  ① 身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。   
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2）望ましい績極的支擾岬た倒）  
脚、  

～ 初野l   l  J個別支援   I30  I   ／  】   
／  】  ／  1 

面接   必要性を埋耐る。 

1  0  ③体重・腹囲・血圧、歩数等のセルフモニタリング。  

④3か月の目標、行動日標を立てる。  

⑤運動実施計画をたて、健康増進施設との連携を図る。   

継続的  グループ支援  ①運動メニューの作成、運動実施方法の説明。  
6 0   6 0   6 0  

な支援   （運動指導・面談）  
②体重測定、体調管理、疑問点の確認。  

3  2週間後  個別支援B   5   10  10  ① 連動実施状況の確認、体重測定、励まし。  

4  3通間後  個別支援B   5   10  2 0  

①食事に関する講義・実習。  
5  4週間後  グループ文壇   6 0   6 0   12 0  

②体重・腹囲・血圧等を測定、家庭実践記録の確認、目標修正。  

6  5週間後  個別文鎮B   5   10  3 0  ① 運動実施状況の確路、体重測定、励まし。  

7  6週間後  個別支援B   5   10  4 0  

8  7週間後  個別支援B   5   10  5 0  

① 体重・腹囲・血圧等を測定、実践記録の確認、目標の再確認．  
9  8週間後  個別支援   2 0   8 0   20 0  

10  9週間後  個別支援B   5   10  6 0  ① 運動実施状況の確認、体重測定、励まし。  

11  10週間後  個別支援B   5   10  7 0  

12  11週間後  個別支援B   5   10  8 0  

13  12週間後  個別支援A   20   8 0   2 8 0  ① 実践状況確認、3か月後に向けた行動計画作成。   

評価  14  6か月後  ① 身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。  

I
一
〇
の
－
 
 



保健指導プログラム（暫定版）  標準的な健診   

ープワークや小集団の学習会等で、参加者同士の交流をはかり、  
旦僻び頓極的支における継続的支援  

の中断者への支環   

煤塵埠導実施率は高めることが望ましいことから、医療嘩隠者及び保健   

道草実施者は㈲られるよう   

努力すること嘲る。  
しかしながう個責極的支度   

の対象者に保健指導を受l脚その   
際仁は、㈱   

●   保健指導冥施者は、計画上僻呆  

健碍導を受け披こよりイ呆健指漫  筆時日から1醐   
● 一足塵確率栗栖若か遵絶し正にも関わらず、聯合  
仁は、㈱足  

五里＿   

●  姻吉十画上の保健指導  

実施日及び連絡したにもかゎ嘩 ナ  

刺要である」   ● 働こついて  嘩健指導の碑lこついて  
対象者が十分に納得す練酎鮎勺に支  

援できるようl；工夫することが必要であ尋。   ● 鯛呆鯉指導が未実  
施となった者、中断した者について岬  

保健指導を優琵的ノ酔   

●  」鰍  

こ仁や、保健指導実施者と医療保険者か汚毒し合いをすること等m  

愕僅指導を受けない理由を明確にし、即プ  

ることが必要である。  

ダイナミクスを活用して対象者の自己効力感を高めることも重要である。  

⑦評価（個人目標の評価）  

設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変  

化が見られた訓こついて、支援終了後（6ケ月後）に評価を行うが、必要  

に応じて早期に評価時期を設定し、対象者が自ら評価するとともに、保健  

指導実施者による評価を行う。その際、短期的な評価により目標の見直し  

を行い、わずかな生活苦慣の変化や意識の変化についても積極的に評価し、  

励ましてい＜ことで、行動の継続に対する対象者の意欲を高めることも重  

要である。  

目標が達成された場合は、新たな目標を設定し、達成されていない場苗  

は、達成されなかった原因を明らかにし、必要に応じて目標や支援内容の  

見直しを行う。   

4）実施にあたっての留意事項   

①プライバシーの保護  

保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、対象者力て安  

心して自分のことを話せるような環境を整えること。  

②個人情報保護  

健診データ・保健指導記録は個人情報であるため、それらの管理方法は  

医療保険者が取り決め、適切に扱うこと。  

③フォローアップ  

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みをつくること。  
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ヱユ「無関心期」「関心期」にある対象者への支援  

行動変容のステージ（準備状態）が「無関心期」「関心期」にある対  

象者については、個別面接を中心とした支援を継続して行い、行動変容  

に対する意識の変化をめざす。亘抑  

靡様態七碑返りへの支埠  

を確実に行い、対象者にあわせたフォローアップを行う。   



標準的な健詮・保健指導プログラム（暫定版）   修正案  

（3）保健指導の事例  

○ここでは、「情事艮提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」の具体例として、  

地域や職域において取り組まれている事例を紹介する。それぞれの事例で  

使用されている支援材料等は、添付資料にまとめてある。  

loここでヨ又り上げた事例は、地域あるいは職域という相違はあるが、次の  l   

ような共通点がある。  

・生活習慣病予備群を対象者として、対象者の個別のニーズに即した支援   

を行い、効果的な支援を行っていること。  

・対象者が所属する集団（地域あるいは職域）の健康課題を明らかにした   

上で、保健指導の企画、実施、評価を行っていること。  

情報  清け或  NPO SelfcareWe11nessJapan  
提供  「健康診断結果票」一生活習慣改善コースー   

地域  
あいち健康の森健康科学総合センター  

職域      「健康度評価」  

「生活習慣病予防教室（1日実践型）」  

兵庫県尼崎市  

職域      「職員を対象としたメタポリックシンドロームに書目した  
動機つ  健康管理対策」  

け支援  富士電機リテイルシステムズ（株）  

…圭“・      「定期健康診断後の対象者の状況に合わせた生活習慣病予  

防のための健康面談」  

（財）社会保険健康事業財団  

職域      「政府管掌健康保険生活習慣病予防健診後の保健指導」   

神奈川県藤沢市  

地域      「個別相談を軸に既存保健事業を活用しながら多様な参加  

形態を可能とする総合支援型プログラム」  

福岡県宇美町  

地域      「ホームベース型健康支援UMlモデル」  

積極的                        職域   あいち健康の森健康科学総合センター   

支援  「職域肥満者に対するITを活用した生活習慣サポート」  

新潟県阿賀野市（旧笹神村）  

地域      「40歳代男性の全戸訪問から地i或全体の生活習慣病対策  

を推進」  

（財）社会保険健康事業財団  

職工或      「健康増進コース」  
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

第4享 保塵指導の評価   

（1）保健指導における評価の意義  

保健指導の評価は、医療保険者が行った「健診t保健指導」事業の成果に   

ついて評価を行うことであり、本事業の最終目的である糖尿病等の生活習慣   

病の有病者一予備群の減少状況、また、医療費適正化の観点から評価を行っ   

ていくことになる。  

このような「健診・保健指導」事業の最終評価は、有病者や予備群の数、生   

活習慣病関連の医療費の推移などで評価されるものであるが、その成果が数   

値データとして現れるのは数年後になることが想定される。そこで、最終評   

価のみではなく、健吉多結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができ   

る事項についても評価を行っていくことが必要である。  

この評価方法としては3つの側面が考えられる。1点目は、「個人」を対   

象とした評価方法である。対象者個人を単位とした評価は、肥満度や検査デ   

ータの改善度、また、行動目標の達成度、生活習慣の改善状況なとから評価   

が可能である。この個人を単位とした評価は、保健指導方法をより効果的な   

ものに改善することや保健指導の質を向上させることに活用できる。  

2点冒は、事業所単位や地域単位で、「集団」として評価する方法である。   

これは、健診結果の改善度や、禁煙や運動習慣などの生活習慣に関する改善   

度を集団として喜平価することである。このような評価により、集団間の比較   

ができ、また、対象特性（年齢別など）ことに分析することにより、健吉多・  

保健指導の成果かてあがっている集団が判断でき、保健指導方法や事業の改善   

につなげることが可能となる。  

3点日は、健診・保健指導の「事業」としての評価である。事業であるの   

で、費用対効果や、対象者の満足度、対象者選定が適切であったか、プログ   

ラムの組み万は効果的であったひ、「要医療」となった者の受診率や保健指   

導の継続性など、事業のプロセス（過程）を評価することができる。このこ   

とにより、効果的、効率的な事業が行われているかの判断が可告巨となり、改   

善につなげることができる。   

このように保健指導の評価は、「個人」「集団」「事業」「最緯評価」を対象   

として行うものである力て、それぞれについて評価を行うとともに、事業全体   

を総合的に評価することも重要である。   

第4享 保健指導の評価   

（1）保健指導における評価の意義   

保健指導の評価は、医療保険者が行った「健診・保健指導」事業の成果に   

ついて評価を行うことであり、本事業の最終目的である糖尿病等の有病者及   

び予備群の減少状況、また、医療費適正化の観点から評価を行っていくこと   

になる。  

このような「健診・保健指導」事業の最終評価は、有病者や予備群の数、生   

活習慣病関連の医療費の推移などで評価されるものであるが、その成果力て数   

値データとして現れるのは数年後になることが想定される。そこで、最終評   

価のみではなく、健吉多結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができ   

る事項についても評価を行っていくことが必要である。  

この評価方法としては3つの側面が考えられる。1点目は、「個人」を対象   

とした評価方法である。対象者個人を単位とした評価は、肥満度や検査デー   

タの改善度、また、行動目標の達成度、生活習慣の改善状況などから評価が   

可能である。この個人を単位とした評価は、保健指導方法をより効果的なも   

のに改善することや保健指導の蛋を向上させることに活用できる。  

2点目は、事業所単位や地域単位で、「集団」として評価する方法である。   

これは、確言多紹実の改善度や、禁煙や運動習慣などの生活習慣に関する改善   

度を集団として評価することである。このような評価により、集団問の比較   

ができ、また、対象特性（年齢別など）ごとに分析することにより、健診・   

保健指導の成果があがっている集団が判断でき、保健指導方法や事業の改善   

につなげることが可能となる。  

3点白は、健診・保健指導の「事業」としての評価である。事業であるの   

で、費用対効果や、対象者の満足度、対象者選定が適切であったか、プログ   

ラムの組み方は効果的であったか、「要医療」となった者の受診率や保健指導   

の継続性なと、事業のプロセス（過程）を評価することができる。このこと   

により、効果的、効率的な事業が行われているかの判断が可能となり、改善   

につなげることができる。   

このように保健指導の評価は、「個人」「集団」「事業」「最終評価」を対象   

として行うものであるが、それぞれについて評価を行うとともに、事業全体   

を総合的に評価することも重要である。  
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

（2）評価の観点   

評価は、一般的に、ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトカ  

ム（結果）の観点から行う。健診・保健指導の最終的な評価はアウトカム（結  

果）で評価されることになるが、結果のみでは問題点が明らかにできず、改  

善方策が見出せない場合が多い。そこで、結果に至る“過程”を評価し、事  

業の基盤である■■構造”について評価することが必要となる。また、最終目  

標のアウトカム（結果）評価は数値であるため、データを探るためには数年  

聞かかることから、アウトプット（事業実施量）の観点から評価を行うこと  

もある。   

このような観点から評価を行うが、それぞれの評価を行うためには、評価  

指標、評価手段、評価時期、評価基準について、明確にしておくことが必要  

である。  

（Dストラクチャー（愕造）  

ストラクチャー（構造）は、保健事業を実施するための仕組みや体制を   

評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導に従事する職   

員の体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実施に係る予算、施   

設・設備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況などがある。   

②プロセス（過程）  

プロセス（過程）評価は、事業の日的や目標の達成に向けた過程（手順）   

や活動状況を評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導   

の実施過程、すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設定、   

指導手段（コミュニケーション、教材を含む）、保健指導実施者の態度、記   

録状況、対象者の満足度などがある。   

③アウトプット（事業実施量）  

目的・目標の達成のために行われる事業の結果に対する評価で、評価指   

標としては、健診受診率、保健指導実施率、保健指導の継続率などがある。   

④アウトカム（結果）  

アウトカム（結果）評価は、事業の目的・目標の達成度、また、成果の   

数値目標に対する評価である。具体的な評価指標としては、肥満度や血液   

検査なとの健診結果の変化、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群、死   

亡率、要介護率、医療費の変化などがある。また、職域では休業日数、長   

期休業率などがある。   

（2）評価の観点   

評価は、一般的に、ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトカ  

ム（結果）の観点から行う。健診・保健指導の最終的な評価はアウトカム（結  

果）で評価されることになるが、結果のみでは問題点が明ら力、にできず、改  

善万策が見出せない場合が多い。そこで、結果に至る“過程”を評価し、事  

業の基盤である‘1構造”について評価することが必要となる。また、最終目  

標のアウトカム（結果）評価は数値であるため、データを採るためには数年  

間かかることから、アウトプット（事業実施量）の観点から評価を行うこと  

もある。   

このような観点から評価を行うが、それぞれの評価を行うためには、評価  

指標、評価手段、評価時期、評価基準について、明確にしておくことが必要  

である。   

（Dストラクチャー（構造）  

ストラクチャー（構造）は、保健事業を実施するための仕組みや体制を   

評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導に従事する職   

員の体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実万引こ係る予算、施   

設・設備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況などがある。   

②プロセス（過程）  

プロセス（過程）評価は、事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）   

や活動状況を評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導   

の実施過程、すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設定、   

指導手段（コミュニケーション、教材を含む）、保健指導実施者の態度、記   

録状況、対象者の満足度などがある。   

③アウトプット（事業実施量）  

呂的・日標の達成のために行われる事業の結果に対する評価で、評価指   

標としては、健診受診率、保健指導実施率、保健指導の継続率などがある。   

④アウトカム（結果）  

アウトカム（結果）評価は、事業の白的・目標の達成度、また、成果の   

数値目標に対する評価である。具体的な評価指標としては、肥満度や血液   

検査なとの健診結果の変化、糖尿病等の有病者・予備群、死⊂率、要介護   

率、医療費の変化などがある。また、職域では休業日数、長期休業率など   

がある。  
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

（3）異休的な評価方法   

評価の対象ことに区分した保健指導の評価方法は、以下のとおりであるが、   

評価指標、評価手段、評価時期等については、参考までに表5に整理してい   

る。   

1）「個人」に対する保健指導の評価   

対象者個人の評価は、適切な手段を用いて保健指導が提供されているか（プ   

ロセス（過程）評価）、その結票、生活習慣に関して行動変容がみられたか、   

また健診結果に改善がみられたか（アウトカム（結果）評価）といった観点   

から行う。詳細な内容については、第3編第3章を参照されたい。   

2）「集団」に対する保健指導の評価  

個人への保健指導の成果を、集団として集積して評価することにより、指   

導を受けた対象者全体に対する成果が確言忍できる。集団の単位としては、地   

土或や事業所単位、また、年齢や性別なとが考えられ、それぞれに区分して、   

生活習慣に関する行動変容の状況、健診結果の改善度、また、生活習慣病関   

連の医療費の評価も行う。   

集団としての評価結果は、保健指導プログラムの改善や保健指導実施者の   

資質向上のための研修などにも活用する。   

3）「事業」に対する保健指導の評価  

医療保険者が行う保健指導は、個人への保健指導を通して、集団全体の健   

康状態の改善を憲図している。そのため医療保険者は、事業全体について評   

価を行う。事業の評価は、対象者把握、実施、評価の一連の過程について以   

下の4点から評価する。  

・適切な資源を活用していたか（ストラクチャー（構造）評価）  

・対象者を適切に選定し、適切な方法を用いていたか（プロセス（過程）評  

価）  

・望ましい結果を出していたか（アウトカム（結果）評価）  

・事業評価が適正に実施されているか  

これらの評価は、保健指導プログラムことに行い、問題点を明確にした上   

で改善を図っていく。   

特に、保健指導を委託して実施している場合には、この事業としての評価   

は、医療保険者にとって重要である。   

（3）具体的な評価方法   

評価の対象ことに区分した保健指導の評価方法は、以下のとおりであるが、   

評価指標、評価手段、評価時期等については、参考までに表5に整理してい   

る。   

1）「個人」に対する保健指導の評価   

対象者個人の評価は、適切な手段を用いて保健指導が提供されているか（プ   

ロセス（過程）評価）、その結果、生活習慣に関して行動変容がみられたか、   

また健診結果に改善がみられた力＼（アウトカム（結果）評価）といった観点   

から行う。詳細な内容については、第3編舅3章を参照されたい。   

2）「集団」に対する保健指導の評価  

個人への保健指導の成果を、集団として集積して評価することにより、指   

導を受けた対象者全体に対する成果が確言忍できる。集団の単位としては、地   

域や事業所単位、また、年齢や性別なとが考えられ、それぞれに区分して、   

生活習慣に関する行動変容の状況、健診結実の改善度、また、生活習慣病関   

連の医療費の評価も行う。   

集団としての評価結果は、保健指導プログラムの改善や保健指導実施者の   

資質向上のための研修などにも活用する。  

3）「事業」に対する保健指導の評価   

医療保険者が行う保健指導は、個人への保健指導を通して、集団全体の健   

康状態の改善を意図している。そのため医療保険者は、事業全体について評   

価を行う。▼事業の評価は、対象者把握、実施、評価の一連の過程について以   

下の4点から評価する。  

・適切な資源を活用していたか（ストラクチャー（構造）評価）  

・対象者を適切に選定し、適切な方法を用いていたか（プロセス（過程）評  

価）  

・望ましい結果を出していたか（アウトカム（結果）評価）  

・事業評価が適正に実施されているか  

これらの評価は、保健指導プログラムことに行い、問題点を明確にした上   

で改善を図ってい＜。  

特に、保健指導を委託して実施している場合には、この事業としての評価   

ほ、医療保険者にとって重要である。  
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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）  

（4）評価の実施責任者   

個人に対する保健指導の評価は、実施した保健指導の質を点検し、必要な  

改善万策を見出し内容の充実を図ることを目的としているため、保健指導実  

施者（委託事業者を含む）が実施責任者となる。   

集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積  

し、全体の特徴を評価するため、保健指導実施者（委託先を含む）及び医療  

保険者が、評価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行って  

いる者もこの評価に対する責務を持つことになる。   

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場に  

ある医療保険者力てその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、  

委託先が行う保健指導の質を評価する必要があり、事業の評価は医療保険者  

にとって重要である。医療保険者として事業評価を行うことにより、保健指  

導の運営体制の在り方や予算の見直しなど、体制面への改善にも評価結果を  

活かすことが必要である。   

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における  

生活習慣痔対策の評価（有病率、医療費等）を行うものであるから、医療保 

険者が実施案任育となる。  

（5）評価の根拠となる資料   

保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の  

作成段階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実  

施過程で作成する必要がある。その資料は、保健指導の記録であり、また質  

問票・健診データである。それらの資料等が必要時、確実に取り出せ、評価  

のための資料として活用できるように、データ入力及び管理の体制を整えて  

おく必要がある。なお、保健指導の評価の根拠となる資料はいずれも個人情  

報であるため、その管理体制については、医療保演者が取り決め、責任をも  

って管理する必要がある。   

（4）評価の実施責任者   

個人に対する保健指導の評価は、実施した保健指導の賃を点検し、必要な  

改善方策を見出し内容の充実を図ることを目的としているため、保健指導実  

施者（委託事業者を含む）が実施責任者となる。   

集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積  

し、全体の特徴を評価するため、保健指導実施者（委託先を含む）及び医療  

保険者が、評価の実施責ほ者となる。保健指導実施者に対する研修を行って  

いる者もこの評価に対する責務を持つことになる。   

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場に  

ある医療保険者がその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、  

委託先が行う保健指導の質を評価する必要があり、事業の評価は医療保険者  

にとって重要である。医療保険者として事業評価を行うことにより、保健指  

導の運営体制の在り方や予算の見直しなど、体制面への改善にも評価結果を  

活かすことが必要である。   

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における  

生活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を行うものであるから、医療保  

険者が実施責任者となる。  

（5）評価の根拠となる資料   

保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の  

作成段階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実  

施過程で作成する必要がある。その資料は、保健指導の記録であり、また質  

問票・健診データである。それらの資料等が必要時、確実に取り出せ、評価  

のための資料として活用できるように、データ入力及び管理の体制を整えて  

おく必要かある。なお、保健指導の評価の根拠となる資料はいずれも個人情  

報であるため、その管理体制については、医療保険者が取り決め、責任をも  

って管理する必要がある。  

－
一
一
N
－
 
 




